
契約番号  2024002311－00                             

業 務 名  県道岡山児島線街路樹ほか管理業務委託  

 

質問 

   01 公告・共通事項例 2 入札に参加する者に必要な資格について                                

  (8)の実績について灘崎支所管内とありますが、南区管内ではないでしょうか。        

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

回答 

                                         

    ご指摘のとおり、灘崎支所管内ではなく、南区管内です。                                    

   修正したもの添付します。                                     

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

 



 

一般競争入札を実施するので，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。)第１

６７条の６及び岡山市契約規則（平成元年市規則第６３号。以下「契約規則」という。）第５条の規定に

より公告する。 

令和６年３月２８日 

岡山市長 大森 雅夫 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 業務名 

県道岡山児島線街路樹ほか管理業務委託 

(2) 履行場所 

岡山市南区彦崎地内ほか 

(3) 履行期間 

契約締結日から令和７年３月３１日 

(4) 支払条件 

   業務完了後，一括払 

ただし，委託料額が５００万円以上の場合，部分払は１回まで請求することできる。 

(5) 入札案件概要 

街路樹等管理業務 一式 

（詳細は別紙仕様書のとおり） 

(6) 入札保証金 

契約希望金額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の１００分の５以上の額 

（詳細は共通事項のとおり） 

(7) 契約保証 

契約保証金 契約金額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の１００分の１０以上の額 

契約保証人 免除 

（詳細は共通事項のとおり） 

(8) その他  

都市整備局委託業務の低入札価格調査等取扱要領（以下「調査取扱要領」という。）に定める低入

札価格調査の対象となる基準価格（許容価格（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第

３項に規定する予定価格のことをいい，消費税及び地方消費税を含んだものとする。以下同じ。）の

税抜き額の７５％）を下回った場合には，調査取扱要領に従い調査を行う。なお，本委託については，

低入札価格調査において下記の事項についても調査を行う。 

・直接委託費は，発注設計図書における直接委託費の額に１００分の８５を乗じて得られた額以上

であること。 

・管理費は，金額が計上されていること。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

(1) 令第１６７条の４及び契約規則第２条第１項に掲げる者でないこと。 

(2) 岡山市競争入札参加資格及び審査等に関する事項について（昭和６１年市告示第１２０号）に基づ

き岡山市一般競争（指名競争）入札参加資格有資格者名簿（以下「有資格者名簿」という。）役務部

門の業種「樹木等保護管理」業種細区分「樹木の剪定」に登載されていること。 

(3) 委託事務事業の執行の適正化に関する規程（昭和５８年市訓令甲第２０号）第１０条第１項に定め

る市内業者であること。 

(4) 公告で定めた開札日時において，岡山市指名停止基準に基づく指名停止又は指名留保（以下「指名

停止等」という。）期間中でないこと。 

(5) 造園施工管理技士，造園技能士及び街路樹剪定士の資格を有する者を公告に定めた開札日時におい

て，３ヶ月以上常時雇用していること。（就任してから３ヶ月以上経過している代表者又は役員でも

可）なお，同一人物が複数の資格を有している場合も可とする。 

(6) 代表者及び役員を除く従業員（２名以上）を公告に定めた開札日時において，３ヶ月以上常時雇用

していること。 

(7) 業務責任者は，公告に定めた開札日時において，３ヶ月以上常時雇用している１級又は２級造園施

工管理技士を有している者を配置すること。なお，別表に記載のある委託について，同一人物は３件

まで業務責任者を兼ねることができる。 

(8) 平成２６年４月１日以降に，岡山市南区管内の中高木剪定を含む街路樹等管理業務委託で，履行期

間が９ヶ月以上の委託を元請で受注し，履行完了した３年度分の実績を有していること。 

 

 

３ 入札手続等 

(1) 契約条項等を示す場所  

      岡山市一般競争入札情報（各課発注）ホームページ 

      ホームページアドレス 


